
令和５年(２０２３年)１２月１日 

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料 

教 育 委 員 会 事 務 局 学 務 課 

 

（第１１３号議案） 

 

中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例 

 

（新旧対照表） 

改正案 現行 

第１条～第２０条 （略） 第１条～第２０条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表（第１１条、第１８条関係） 別表（第１１条、第１８条関係） 

中学生以下 １人１泊につき １，４００円

その他 １人１泊につき ２，９００円
 

中学生以下 １人１泊につき １，１００円

その他 １人１泊につき ２，３００円
 

  
附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年７月１日から施行す

る。 

 

 （経過措置）  

２ この条例の施行の際現に使用の承認を受

けている者の利用料金及び使用料について

は、なお従前の例による。 

 

 


